
「羽曳野市男女共同参画推進プラン‐第２期 はびきのピーチプラン‐」（H19‐H28）取組状況 【抜粋】               

  

基本目標 基本課題 施策の方向 主な事業実施内容 

Ａ 

男
女
共
同
参
画
に
向
け
た
意
識
づ
く
り 

１ 男女共同参画に向けた慣

行等の見直しと広報・啓発活

動の展開 

（１）男女共同参画のための

広報・啓発の推進 

・男女共同参画に関して、市の広報紙・ウェブサイト、男女共同参

画啓発冊子等を用いて、積極的に情報提供。 

・「男女共同参画週間」（６月23日～29日）について、国や市作

成のポスターを市内公共施設に掲示、懸垂幕、のぼり、電光掲示

板等において啓発。 

・「きらりはびきの～男女共同参画フォーラム＆人権を考える市民

のつどい～」及び「男女共生セミナー」の講演・講座内容におい

て、「男は仕事、女は家庭」と表される固定的性別役割分担意識

の払拭に努めた。 

・国、大阪府、関係機関において実施される研修会等への参加や送

付される資料により、男女共同参画に関する情報の収集を行い、

実施事業に反映。 

・男女共同参画に関する市民意識調査、第３期プラン策定時のパブ

リックコメント、きらりはびきの～男女共同参画フォーラム＆人

権を考える市民の集い～及び男女共生セミナーなどの参加者アン

ケートの結果を参考に啓発テーマを検証し、情報を提供。 

・男女共同参画推進本部・幹事・推進員会議や公開羅針盤「掲示

板」などを用いて、男女共同参画に関する情報を行政内部に発

信、共有。 

（２）男女共同参画に関する

情報の収集・整備・提供 

２ 男女共同参画に向けた教

育・学習の充実 

（１）学校教育における男女

平等の推進 

・学校では、全学校園での男女混合名簿や全小・中学校で男女共通

体操服を継続的実施 

・人権教育について、各学校においてテーマを持ち、児童や生徒を

対象に実施。また、教職員向けにも人権研修を継続的に実施。 

・はびきの市民大学講座や生涯学習講座により、男女共同参画に関

する学習の提供を行い、子育てセミナーにより、子育てに悩む保

護者の交流の機会や場所を提供。また、退職後の男性の居場所づ

くりや地域参画のきっかけとなる講座を開催。 

・親学習リーダーに対する学習機会、情報の提供を行い、後に親学

習リーダーを中心に子育てについて親自身が成長して学ぶ場を提

供。 

・男女共同参画に関する基礎知識の修得及び自治体職員としての意

識の浸透を図り、男女が対等な立場で能力を十分に発揮できる環

境づくりに努めることを目的に男女共同参画推進本部幹事会幹

事、男女共同参画推進員、人権施策推進員を対象に男女共同参画

研修を実施。 

・教育活動内における男女共生の視点を育むため、カウンセラーを

講師に迎えた「声かけの仕方」などの教職員研修を実施。また、

セクシュアル・ハラスメント研修は継続的に実施し、教職員管理

職を対象としたパワー・ハラスメント研修も実施。 

（２）生涯学習における男女

平等の推進 

（３）職員の研修の充実 

３ 男女間のあらゆる暴力の

根絶 

（１）暴力の予防と根絶のた

めの意識づくり 

・「女性に対する暴力をなくす運動期間」（11月12日～25日）に

ついて、市広報紙への掲載、ポスター作成・掲示、啓発冊子、パ

ープルリボンの作成・配布などの啓発を実施。 

・女性相談窓口の相談回数を月２回から３回に増設し、専門の女性

相談員で対応。また、一時保護など緊急を要する際は、大阪府女

性相談センター、羽曳野警察署と連携し、対応。 

・市ではハラスメント相談担当者を設置、学校では各学校にセクハ

ラ窓口を設置し、男性、女性の担当者を配置し、対応。 

・児童虐待防止のため、要保護児童対策地域協議会の代表者や実務

者会議において講演や研修を実施。 

・要保護児童対策地域協議会において、「児童虐待防止推進月間」

（11月）に公用車広報パネル設置や啓発物品等において啓発。ま

た、発生予防、早期発見、見守りなど事業虐待防止や解決に向け

た援助活動を実施。 

・地域包括支援センターでは、高齢者虐待の相談・通報窓口として

活動し、事業所等に対して研修会を実施。 

・「羽曳野市高齢者虐待防止ネットワーク会議」を開催し、各関係

機関と連携、また、成年後見制度が適切に活用されるよう利用支

援を実施。 

（２）あらゆる暴力への対策

の推進 

４ メディアにおける人権の

尊重 

（１）人権を尊重した表現の

推進 

・平成20年度に「男女共同参画表現ガイドライン」を作成し全課に

配布（平成24年度に再配布）。判断が難しい表現は、人権推進課

と調整。市ウェブサイトでは「アクセシビリティチェック」を有

効に活用。 

・学校では、教職員へ情報モラル等を含めたＩＣＴ活用研修への出

席を推奨し、児童や生徒に対して啓発。また、中学校の技術科にお

いてメディア･リテラシーを含めた情報教育を実践。 

（２）メディア・リテラシー

の向上 



  

基本目標 基本課題 施策の方向 主な事業実施内容 

Ｂ 

あ
ら
ゆ
る
分
野
で
の
男
女
共
同
参
画
の
推
進 

１ 政策・方針決定の場への

参画の推進 

（１）審議会等への女性の積

極登用と女性職員の職域拡大

の確保 

・審議会や協議会等への女性登用についての現状調査を実施。ま
た、男女共同参画推進本部会議などで女性の積極的な登用を啓
発。 

・女性のエンパワーメントに関係する講座（一部）を市民大学講座
で実施。 

 

（２）企業や団体等での女性

の登用の啓発 

（３）女性のエンパワーメン

ト 

２ 働く場での男女共同参画

の推進 

（１）労働条件向上のための

啓発の促進 

・ハローワークなど関係機関からのリーフレット、ポスター等を窓

口に設置及び労働コーナーへ配架・掲示、啓発。 

・本市の勤務条件を改善。（時間単位の年次有給休暇、育児時間休

暇の拡大、夏季休暇付与範囲の拡大：臨時職員、勤務実績算定期

間から育児休業期間を除外：嘱託職員など） 

・はびきのファミリー・サポート・センター事業の推進、病後児保

育・一時保育・延長保育、留守家庭児童会の実施により、多様化

する保護者の就労形態に対応 

・庁内に求人情報検索パソコンを設置。 

・就職に有利になる講座を開催（MOS資格取得対策・パソコン技能

習得・介護職員初任者・医療事務）し、就労支援を実施。そのな

かで子育て中の保護者も受講しやすい環境整備として、一時保育

の補助を実施。 

・ひとり親家庭の母が就業につなげる資格を取得するため、受講期

間のうち一定期間について訓練促進費を支給し、支援。また、主

体的な能力開発の取り組みを支援するため、訓練給付金の給付も

実施。 

・在宅型就労など新しい働き方に関する情報提供に努め、また、在

宅者への情報提供として「社会福祉法人大阪府家内労働センタ

ー」を紹介。 

（２）就労環境の整備と支援 

（３）職業能力の開発・向上 

（４）多様な就労形態への支

援 

３ 家庭生活での男女共同参

画の推進 

（１）子育て支援の充実 ・市ウェブサイトやポータルサイト等を活用して、子育て情報を受

発信。 

・各保育園での子育て相談や親子教室等を開催。日々の保育園業務

の中で、園庭開放や子育て相談を実施。 

・育児や出向健康相談などを実施し、出向健康教育や指導及び情報

提供。親学習リーダーを中心に子育てについて親自身が成長して

学ぶ場を提供。 

・地域支援事業として、家族介護者教室の開催や介護者相互の交流

と相談等を実施。 

・地域全体で高齢者を支え合う意識づくりを進めるため、校区福祉

委員会、地域の福祉、医療専門機関及び行政が連携して、地域で

支援を必要とする人を発見、見守り、支援のしくみづくり（住民

向け研修会等を開催）を実施。また、ボランティア連絡会の組織

強化と活動の活性化を図るため、各種ボランティアスクール・研

修・講習を開催。 

・介護予防事業として、高齢男性の食の自立支援をすすめるための

料理教室を実施 

・男女共同参画啓発冊子の配布や男女共生セミナーの開催におい

て、男性の育児参加、介護について啓発 

・マタニティスクールの参加対象を妊産婦だけでなく家族とし、男

性にマタニティジャケット体験を実施。また、パパになる方に対

して妊娠・出産・産後のママの変化などの理解を促すため、母子

手帳発行時にチラシを配布。 

（２）介護支援の充実 

（３）男性の家庭生活への参

画促進 

４ 地域社会での男女共同参

画の推進 

（１）地域社会での男女平等

意識の醸成と地域活動への参

画促進 

・市民公益活動団体等の支援。 

・地域の防災力促進のため、小学校区単位の自主防災訓練に消防本

部、消防団とともに参加し、自主防災組織リーダー養成講習を実

施。また、各種イベントでの防災啓発の実施。 

 



基本目標 基本課題 施策の方向 主な事業実施内容 

Ｃ 

す
べ
て
の
男
女
が
安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
づ
く
り 

１ 生涯にわたる健康の保

持・増進 

（１）性に関する情報提供と

性教育の推進 

・男女共同参画啓発冊子の配布や男女共生セミナーの開催におい

て、リプロダクティブ・ヘルス／ライツについて啓発。 

・小・中学校の男女共生教育の中で、「生と性」についての学習を

実施。また、健康増進課による全中学校の3年生を対象とした思

春期教育において、「命の大切さ」「性感染症」｢悩んだ時の相談

先」などの講義を実施。 

・マタニティスクールのなかで、歯科健診、栄養士・助産師・保健

師による妊娠・出産・育児に関する講義、沐浴体験、家族のマタニ

ティジャケット体験、出産後の交流会などを実施。 

・乳幼児健診でフォローが必要な乳幼児に対して、すくすく健診・

相談、虫歯予防教室などで経過観察を実施。 

・中学生、小学５、６年生を対象に羽曳野警察少年係または富田林

少年サポートセンターと連携して、非行防止教室、薬物乱用防止教

室を実施。 

（２）ライフステージに応じ

た健康づくりの推進 

２ 年齢・障害の有無にかか

わらずすべての男女が安心し

て暮らせる環境づくり 

（１）高齢者や障害者などの

福祉・就労の充実 

・地域包括支援センターにおいて、高齢者の総合相談、権利擁護、

包括的継続的ケアマネジメント支援、介護予防ケアマネジメント

業務等を実施。 

・高齢者施設に対して高齢者虐待防止に関する研修を実施。 

・高齢者が就業を通じ「生きがい・健康・収入」を自らの手で創り

出すことを目的にシルバー人材センターなどの関連機関と連携し

てセンター会員に就業機会を提供。また、就業機会の拡大を図る

ため、会員の技能、資格等を活かした事業を実施。 

・地域支援事業としての高齢者福祉サービス、緊急通報システム等

の一般福祉サービスなどの高齢者の生活支援を実施。 

・地域就労相談や障害者雇用相談の充実を図り、障害者等の就労を

支援。 

・障害者及び障害児並びに保護者等に対し、日常生活や社会生活に

必要な支援を提供。 

・ひったくり防止キャンペーン（ひったくり防止カバーの無料配

布）、ナンバープレート盗難防止ネジの無料取り付け、防犯教室

の開催。 

・安全なまちづくりのため、防犯灯の設置や適正な維持管理、防犯

カメラの設置などを促進。 

（２）すべての人にやさしい

まちづくり 

３ 国際社会への参加・交流 （１）国際交流・協力への女

性の参加促進 

・外国人住民に対して日本語学習をしている市民団体への支援。

（日本語教室の支援） 

・平成７年６月に友好交流都市協定を締結したオーストリア共和国

ウィーン市13区ヒーツィングと交流。 

 

 

 


